
（１）同意案件

案件番号 敷地の所在 建築物の用途 適用条文

1 四街道市 高速道路料金徴収施設 法第44条第1項第2号

（２）報告案件

案件番号 敷地の所在 建築物の用途 適用条文

1 東金市
工場

（自動車修理工場を除く）
法第43条第2項第2号

2 香取市 厩舎 法第43条第2項第2号

3 長生郡一宮町 ホテル・旅館 法第43条第2項第2号

4 長生郡一宮町 ホテル・旅館 法第43条第2項第2号
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月１９日（木）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野田市保健センター３階大会議室

　会議資料については情報公開条例第８条の規定による不開示情報を含むため提供できません。案件
の概要は以下のとおりです。


